
 

 

議事概要  

会 議 名 称  令和３年度第５回調布市個人情報保護審査会 

開 催 日 時  令和４年１月３１日（月） 午前１０時～１２時２０分 

開 催 場 所  調布市役所５階 市長公室 

会 議 の 公 開  一部非公開（調布市審議会等の会議の公開に関する条例第３条第１号及び第２号に

該当） 

出 席 委 員  

（ 敬 称 略 ）  

佐瀨一男（会長），田辺一男（副会長），小山宇一（委員），前村久美子（委員）， 

増田径子（委員），三浦詩子（委員） 

説 明 員  田波利明（都市整備部長），代田敏彦（都市整備部参事），加藤 舞（都市整備部 

街づくり事業課長） 

事 務 局  今井隆司（総務部長），窪田秀文（総務部次長），小泉希代子（総務課長）， 

西ノ原 勉（総務課長補佐），山下 潤（総務課公文書管理係長） 

議 題  市政情報公開手続における個人情報の不適切な取扱いについて 

資 料  

【資料1-1】から【参考資料2】の９点の資料のほか，以下の資料 

・外部機関へ送付した９枚の「市政情報公開請求書」に関連する起案文書等 

・市長宅に届いた郵便物（２通） 

・【資料4-1】外環事業における令和２年度以降の市民（個人・団体）からの問合せ，

相談及び要望等（概要） 

・【資料4-2】外環事業における令和２年度以降の市民（個人・団体）からの問合せ，

相談及び要望等 

・【資料4-2】の個別資料（５９点） 

議 事 概 要  １ 概要 

市政情報公開請求書に記載された個人情報を外環事業者に漏えいした事案`（以

下「本事案」という。）および「建築計画概要書」（以下「概要書」という。））を事

業者に送付した事案について，調布市個人情報保護条例（以下「条例」という。）

に照らし，その取扱いの適正性について審議を行った。 

街づくり事業課における外環事業に関する市民や団体からの問合せ等の取扱い

状況について，条例に照らし，その取扱いの適正性について審議を行った。 

(1) 街づくり事業課における外環事業に関する市民や団体からの問合せ等の取扱

い状況【資料4-2】の５９点の資料（３１８個別事案）のうち，陥没事故前後の

事案について，確認を行った。 

(2) 主な意見 

概要書の取扱いについて，住民団体からの要望書や団体との面談メモにおけ

る個人情報の取扱いについて意見があった。 

２ その他  

本事案に係る市政情報公開請求者本人から調布市個人情報保護審査会会長宛

に，再度意見書の提出があり，各委員にも配付した。 

 


